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地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

主
な
機
能
と
役
割

①
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
と
し

て
地
域
住
民
の
活
動
拠
点
役
割
を

担
い
ま
す
。

②
地
域
で
行
う
活
動
・
交
流
や
情

報
の
共
有
の
場
と
し
て
の
機
能
を

発
揮
し
ま
す
。

③
地
域
住
民
が
主
体
と
な
る
地
域

づ
く
り
、社
会
教
育
・
生
涯
学
習

に
お
け
る
人
づ
く
り
を
担
い
ま
す
。

地
区
経
営
主
体
（
指
定
管
理
者
）

　

町
の
条
例
で
定
め
る
区
・
町
内

を
基
本
と
し
、旧
町
村
単
位
に
存

在
す
る
そ
の
他
の
団
体
（
自
主
防

災
組
織
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も

会
な
ど
）
を
含
ん
だ
地
区
全
体
を

対
象
と
す
る
地
区
経
営
主
体
を
立

ち
上
げ
て
、地
域
の
運
営
と
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
管
理

（
指
定
管
理
者
）を
行
う
こ
と
を

想
定
し
て
い
ま
す
。

地
区
計
画
に
基
づ
く
地
区
経
営

　

地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
取

り
組
み
と
目
標
、 

今
後
３
〜
５
年

間
に
実
施
す
る
事
業
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
地
区
計
画
を
策
定
し
、地

区
経
営
を
行
い
ま
す
。

地区コミュニティセンタ－
（地区経営体主体）

町（行政）

☆地域課題の解決
☆地区民が主体となった地域づくり
　　（地区計画の策定・実践）
☆地域づくりの拠点
　　（地区コミュニティセンターの運営）

【構成】（広く地域全体で構成）
・各地区住民（区・町内会・委員会、など）
・各種団体 （財産区、自主防災組織、など）
・各種委員（公民館運営委員、など）
【予算】
・指定管理委託料、交付金、補助金
・各種団体負担金　等

公
民
館
分
館
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
分
館
へ

　

公
民
館
分
館
は
、一
番
身
近
な

集
会
施
設
で
あ
り
、引
き
続
き
地

区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
情

報
の
共
有
を
行
い
、ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
し
、互
い
に
補
完
し
あ

う
存
在
と
し
て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
分
館
と
し
て
位
置
づ
け
、

各
地
区
の
実
情
に
合
わ
せ
て
運
営

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
準
備
が
必
要
で
す
。

○
地
区
の
課
題
解
決
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
く
地
区
経
営
主
体
、
準

備
委
員
会
の
立
ち
上
げ

○
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の
地

区
計
画
の
策
定

　

こ
れ
ら
の
地
域
の
取
り
組
み
に

対
し
、
平
成
27
年
度
か
ら
ス
ム
ー

ズ
に
移
行
す
る
た
め
、 

今
年
度
よ

り
総
務
課
企
画
室
に
「
ま
ち
づ
く

り
推
進
係
」
を
設
置
し
て
地
域
と

一
緒
に
な
っ
て
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

総
務
課
企
画
室

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

☎
85
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６
１
２
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生涯学習

防犯・防災活動

産業の振興

福祉の取り組み

子どもの育成

環境の整備

指定管理協定
（指定管理料）

連携・協力 （仮）地域づくり交付金




